
第 5 章 地 盤 沈 下

本県 の地盤沈下 は建 設省 国土地理院が実施 し た水凖測量に わ て鳥取市本町 ( 遷翻、学校 ) に ー ー＼
あ る 1 等水準点で昭和 4 0 年 か ら 4 5 年 ま で に 1 8 8 物の沈下 が観測 さ れた 。

ま た 、 環境庁 は 昭和 4 6 年度 に地盤沈下 メ カ ー ズ ム 研究 会 に 、 全 国調査 を 委託 し、 .鳥取平野 がそ l ー
の 対象 と し て概況 調査 が な さ れた 。 県 では 、 こ れ を契機 と し て 昭和 4 8 年度に 専門家に よ る 地盤沈 I i ;

下協議 会 を 設置 し 、 昭和 ･ , 年度 鳥 取市 に水凖点 , 点 を鑓ず ･ と と も に 国± 地理院 に水準測量 を ; ;

署甦る肺 5 1 年度及び 5 2 年度 に 県 と 国土地理院 で水凖測量 を難 し た が そ の 結果は 次の 通 ! -,
昭和 5 2 年度 の 1 年間 の地盤沈下状況 は最大は 田 園町 の a 9 0 伽で ･ 南 に行 く に従 っ て沈下量 - も!

は 、 鳥取 市西中学校 ( 寿町 ) で 2 0 8 伽、 西 町で L 6 5 鋼 、 遷喬小学校 ( 本町 ) で L 6 6 伽 と 大幅 I
K 減少 し 、 そ し て 、 山陰 本線沿線 で は 市立病院 ( 幸町 ) o 6 2 伽、 今町 o 4 3 伽、 吉方 o 4 2伽 、 立 l !

　　　　　　　　　　 　　 　 　　　　　　 　 　で比較す れば 、 沈下量 の 少な ･ 立川 ! 、 吉成 、 今町 で増大 し て い る が 全体的 に見 て 、 お お むね 同程 胴度の地盤沈下が継続 し て い る 。

な お 、 沈下 の 原因 に つ い て は 、 沈下状況か ら み て冲積層 の粘土層、 特に 軟弱 な 上部粘土層 ( 層 厚 ! !
5 ~ 1 0 脇程度 ) の圧密 に よ る も の と 想定 さ れ る 。

表 6 2 昭和 4 9 年 6 月 ~ 昭和 5 2 年 7 月 の地盤沈下量

水準点
0 2 9 -‐ 1 1 9

田 園 町
3 丁 目

0 2 9-‐ 1 1 8

西 町

5 丁 目

0 0 9-‐ 2 0 9

松 並 町

( 2丁 目 )

(1 )
〔鳥取県 〕
寿 町
( 西中 )

1 0 6 8

新 品 治

( 景福寺 )

1 0 6 7

本 町

( 遷 喬小 )

(2)
む鳥取県〕

吉方温泉町
( 日進小 )

4 9 年 6 月~

5 1 年 6 月 の

沈下量 物

字 6 3

( a 8 2 )

a 4 3

( L 7 2 )

3 7 8

( L 8 9 )

仏 0 2

( 2 0 1 )

L 5 8

( 0 7 9 )

a 4 1

( L 7 1 )

L 8 2

( 0 9 1 )

5 1 年 6 月 ~

5 2 年 7 月 の

沈 下量 鍼

4 2 2

( a 9 0 )

L 7 9

( L 6 5 )

2 2 2

( 2 0 5 )

2 2 5

( 2 0 8 )

L 0 3

( 0 . 9 5 )

L 8 0

( L 6 6 )

0 9 5

( 0 8 8 )

(講務･ 1 L 8 5 5 . 2 2 6 0 0 6 2 7 2 6 1 5 . 2 1 2 7 7
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水準点 くめ
し鳥取県〕
行 徳

( 慈眼寺 )

0 5 8 -‐ 1 3 3

今 町

2 丁 目

0 2 9 一‐ 1 1 6

吉方温泉町

4 丁 目

1 1 2 1

立訓鵯 丁 目

( 犬雲院 )

(4)
鳩取県〕
幸 町

( 市立病院 )

(5 )
〔鳥取県〕
富 安

(職業訓鰊校

1 0 6 6

吉 成

4 9年 6 月 ~

5 1 年 6 月の

沈下量 伽

2 8 5

( L 4 3 )

0 4 1

く o 2 1 )

0 8 2

( 0 4 1 )

0 . 5 1

( 0 2 6 )

0. 7 1

( 0 . 8 6 )

0. 6 4

( 0 3 2 )

0 4 3

( 0 2 2 )

5 1 年 6 月~

5 2年 7 月の

沈下量 鉱

L 5 5

( L 4 3 )

0 4 7

( 0 4 8 )

0 . 4 6

( 0. 4 2 )

0 4 6

( 0 4 2 )

0 . 6 7

( o 6 2 )

0 4 8

( 0 4 0 )

0 4 8

( 0 . 4 4 )

(賞… 4 4 0 0 8 8 L 2 8 0 9 7 L 8 8 L 0 7 0 . 9 1

( 注 ) ( ) は 1 年間の沈下量

図 1 7 鳥 取 市 の 地 盤 沈 下 等 量線 図

　　 　　　　 　　　 　 　　　 　　

凡 例

---- 昭和 5 1 年 6 月 ~ 昭和 5 2 年 7 月 の沈下等量線

● 水準点及び水準点番号
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第 6 章 悪 臭

第 1 節 悪 臭 の 現 況

悪臭防止 の 必要な地域、 特に 広域 に悪臭 を発生す る 事業所 ま た は 苦情の多 い事業所等 1 6 6 施 設

1 8 7 地点 の測定 を 実施 し た。 こ の 調査結果を悪臭物質に つ い て み る と 、 ア ン モ ー ア は 9 7施 設1 0 7

地点調査 し 、 当該 区域 の基準 を超 え た の は養豚業 2 施設 ( A 区域に立地 )

区域 に立地 ) で 他の業種は 当該区域 の基準以下で あ っ た 。

魚粉製造業 1 施設 ( A

メ チ ル メ カ ブ タ ン は 9 8 施 設 1 1 2地点調査 し、 当該 区域 の基準 を超 え た の は養豚業 4 施設 ( A 区

域 に 8 施設、 B 区域 に 1 施 設立地 ) 魚粉製造業 1 施設 ( A 区域 に立地 ) し尿 処理場 8 施設 ( A 区域

に 2 施設 、 c 区域 に 1 施 設立地 ) ごみ焼却場 1 施設 ( A 区域 に立地 ) バ ル ブ製造工場 1 施設 , へ

い獣処理場 1 施設 “ ･ づれ も c 区域 に 立地 ) で あ っ た が他の業種に つ い て も 比較的高 い値 であ っ た。

ま た 硫化水素 に つ い て は 1 0 0 施設 1 2 2地点、 硫化 メ チ ル につ い て は 1 1 7 施 設 1 8 1 地点調査 し た が規

制 基準の 最 も き び し い A 区域 の基準以下 で あ っ た 。

ト ノ メ チ ル ア ソ は 5 8 施設 6 9 地点嗣査 し 当該区域 の基準 を超 え た の は魚粉製造業 1 施設 ( A

区域 に 立地 ) の み で他の 業種 は いづ れ も 当該区域 の基準以下 で あ っ た 。

基準 以上の悪臭物質 を 発生 し て る業種は 表 6 3 の と お り で あ り

を 行 っ た 。

こ れ等 に つ い て は必要 な指導

表 6 3 基準以上の悪臭物質 を 測定 し た業種 と 測定値

壤
ア ソモ ー ア メ チルメ ルカ ブタ ン 硫化水素 硫化 メ チ ル ト J メ チルア ミ ン

( 2 5 )
A

( a o )
B

( a5 )
C

( 2 5 )
A

( a o )
B

( a 5 )
C

( 25)
A

( ao )
B

( a5 )
C

( 25 )
A

( aの
B

a勒
C

( 2 5 )
A

( ao )
B

( a5封
C

1上 2 5 0 0 0 2 0 0 0 4 o o l 0 0 2 00 6 0 .2 00 1 0 0 5 0 2 0 0 0 5 0 0 2 0 0 7

養 豚 業

L7 0

2 27

0 0 0 27
0 08 1

04 7
▲ ^ --^
O U 78

0 00 48

魚粉製造業
2 8 0 0 0 73

2
0 . 0 1 0

0 0 0 6 1

し尿処理場
0 0 1 3

0 03 7

0 004 3

0 0 1 1

ごみ焼却場
0 00 26

0 0 04 6

へ州獣処理場
0 0 1 4

バルブ製造業
0 0 1 1

。十 ( 施設 ) 3 O O 7 14 3 O O O O O O 1 O O
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表 6 4 悪臭規制地域 内調査結果総括表

斌 事業所数調査工場及び
ア ソ モ ー ア

メ チツレ メ ル

力 ブ タ ン 硫化水素 硫化 メ チ ル ト リ メ チルア ミ ン

測 測

定 定

施 地

設 点

数 数 地点数基準超過 測定施設数 測定地点数 地点数基準超過 測定施設数 測定地点数 地点数基準超過 測定施設数 測定地点数 地点数基準超過 測定施設数 測定地点数 地点数基準超過
鳥 取 市 1 7 1 7 2 1 2 1 7 2 1 4 1 7 2 1 O 1 7 2 1 O 1 7 2 1 1

郡 家 町 14 -11- 1 O 1上 "具 O 1 11 O 1 '-1- O '▲ 1▲ O

八 東 町 1 11 1 O 1 1 O 1 11 O 1 1▲ O 14 1 O

気 高 町 3 3 3 O 3 3 O 3 3 O
し

T4 1 O

鹿 野 町 1 0 1 0 1 0 O

倉 吉 市 1 4 1 4 1 8 O 7 7 2 1 2 1 6 O
l

1 1 1 5 O

東 郷 町 1上 1 1 O

三 朝 町 4 4 4 O 4 4 O
-

東 伯 町 1 0 1 0 1 0 O 1 0 1 0 O 1 0 1 0 O

米 子 市 1 2 1 0 1 0 1 1 2 1 4 4 1 2 1 4 O 1 2 1 4 O 8 8 O

境 港 市 2 4 2 0 2 0 O 2 4 2 4 1 2 4 2 4 O 2 4 2 4 O 1 8 1 8 O

日 吉 津 村 1 4 4 4 O 1 4 1 9 O 1 4 2 8 O 1 4 1 9 O

討 1 1 1 9 5 1 0 8 8 8 9 1 0 0 1 1 9 8 1 1 7 O 6 9 8 0 O 5 7 6 5 1

衛生研究所及
胡保健所折功

5 5 2 4 O 9 1 2 4 2 5 O 4 8 5 1 O 1 4 O

合 計 1 6 6 9 7 1 0 7 3 9 8 1 1 2 1 5 1 0 0 1 2 2 O 1 1 7

｣

1 3 1 O 5 8 6 9 1

ま た 、 悪臭 に関す る 苦情件数 は昭和 5 2 年度 3 5 件で総苦情件数 1 7 0 件 の 2 0 6 % と な っ て お り 、

前年度 ( 1 8 3 % ) に 比較 し て 2 3 % 増 と な っ て い る 。 地域別に 見 る ど都 市部が 2 0 件 ( 5 Z 1 % )で

業種別 では 畜産農業 に よ る も の が最 も 多 く 2 2 件 ( 6 2 . 9 % ) で あ っ た 。

第 2 節 悪臭防止対策

1 法令 に よ る規制

悪臭公害 に つ い て は 、 昭和 4 6 年 6 月 1 日 悪臭防止法が制定 さ れ昭和 4 7 年 5 月 3 1 日 か ら 施

行 さ れた 。 こ の 法律 は知事が規制 の対象 と な る 地域 を 指定 し、 規制地域 内 の 事業活動 に伴 な っ て
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発生す る 悪臭物質に つ い て規制基準 を 設定す る こ と と さ れ て い る が、 現在規制対象 と さ れ て い る

も の は ア ソ モ ー ア 、 メ チ ル メ ル カ ブ タ ン、 硫化水素 、 硫化 メ チ ル 及び ト ノ メ チ ル ア ソ 、 二硫化

メ チ ル 、 ア セ ト ア ル プ ヒ ド 、 ス チ レ ン の 8 物質 で あ る 。

ま た規制地域 の考 え 方 では 、 住居が 集合 し て い る 地域、 学校、 病院等 の 周辺 、 そ の他悪臭物質

を 防止す る こ と に よ り 住 民 の 生活環境 を 保全す る 必要が あ る と 認め ら れ る 地域 を 対象 に し て お り

ま た 工業専用地域 は 原則 と し て規制 さ れ な

本県 に お け る 規制 の 状況

規制区域 と 規制基準 ( 昭和 4 8 年 1 0 月 1 2 日 鳥取県告示第 7 6 7 号 )

≧"靜翅P Pれ ) ア ソモ ー ア
メ チ ル メ ル

カ プ タ ソ
硫化水素 硫化 メ チル

ト リ メ チル

ア ミ ソ

A 区 域

B 区 域

c 区 域

( 2 5 )

( a o )

( a 5 ) 1上りムヤリ
0 0 0 2

0 0 0 4

0 0 1

0 0 2

0 . 0 6

0 2

0 . 0 1

0 0 5

0 2

0 0 0 5

0 0 2

0 0 7

悪臭物質 の臭気強度別濃度

( 単位 P P 栩 )

6 段 階 臭 気 強 度

2 2 5 3 8 5 4

硫 化 水 素

メ チ メ カ ブ タ ン

硫 化 メ チ ル

ア ソ モ ー ア

ト ノ メ チ ア ソ

0 0 0 6

0 0 0 0 5

0 0 0 3

0 6

0 0 0 2

0 0 2

0 0 0 2

0 0 1

1

0 0 0 5

0 0 6

0 0 0 4

0 0 5

2

0 0 2

0 2

0 0 1

0 2

5

0 0 7

0 7

0 0 8

1

1 0

0 2
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規 制 地 域

告示年月 日 区域 の 区分 規 制 地 域

昭 4 8 1 0 . 1 2

告示 第 7 6 7 号

( 4 市 9 町 1 村 )

費 C

A ･ B

A

B

C

鳥取 市、 倉吉 市、 米 子 市、 国府町、 日 吉津村

東郷町

青谷 町

鹿野町、 三朝 町、 羽合町 、 赤碕町

郡家町、 淀江町、 境港 市

昭 4 9. t 2

告示 第 5 7 1 号

( 5 町 )

A B

A C

B

C

東伯町

気高町

関金町、 名和町

八東町

ミ 馴
1 1

2 悪臭防止対策

、 悪臭公爵ま い わ ゆ る 感覚公害であ り 大気中 に低濃度で存在す る 悪臭物質 に よ り 引 き 起 さ れた も
{ の で あ る か ら 、 防 止策 を 講ず る 場合 の 問題点 も 多 い 。 悪臭 を 法律 に基づ く 規制値以下に低減 さ せ

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
賞, 癰公選惚寿ぎ葹憲法毒綴葹義あ移転奪悪臭被害を灘す る よ う
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＼

第 7 章 そ のほかの環境汚染物質

第 1 節 休廃止鉱 山 の 重金属

｢農用地 の土壌 の 汚染防止等に 関す る 法律｣ ( 昭和 4 5 年 1 2 月 2 5 日 法律法第 1 8 9 号 ) では

土 じ ょ う 汚染 の 原因 と な る 物質 と し て 、 人の 健康上問題が あ る も の と し て カ ド ウ ム を 、 農 作物等

生育上問題が あ る も の と し て銅が指定 さ れ て い る 。

カ ド ミ ウ ム に つ い て は玄米 中の含有量 1 p pm【1以上、 銅に つ い て は土 じ よ う 中 の含有量が1 2 5 p 王纖

以上の も の を そ れ ぞ れ被害が あ る と さ れ て き た 。

休廃 止鉱山 の な か で 、 現在ま で鉱害 と し て 問題 に な っ た も の は 、 岩 美町荒金の岩 美鉱 山 、 鳥取 市

百谷 の 百谷鉱 山 で あ る o

岩 美鉱 山 : 明 治 2 2 年 に 開坑 さ れ た鉱 山 で、 銅 を 含 ん だ鉱水は下流 の 小 田川 流域 の水 田 約 2 0 0 ヘ

ク タ ー ル に 被害 を 及ぼ し、 昭和 4 6 ~ 4 7 年 に か け て 実施 した 調査 では 8 8 検体の 玄米 の う ち 2 2

検体 の玄米 に カ ド ゥ ム の人為的汚染 ( カ ド ゥ ム 0 . 4 躍如以上 ) が認め ら れ た が、 食品衛生法 で

は食品 と し て 取 り 扱わ れ な い カ ド ミ ウ ム 1 P Pm以上の 玄米 は認め ら れ な か っ た 。 ま た 、 土 じ ょ う に

っ て は 米 の 収量に影響が あ る と 判断 さ れ る 1 25P 動m以上の 銅 を 含有 し て い た土 じ ょ う が 9 0 地点 中

2 4 地点 あ っ た 。 県 で は鉱害対策 と し て 昭和 4 7 ~ 5 0 年度に 事業費 6 6 6 0 3 千 円 で鉱水処理施設、

沈殿物堆積場の 設置及 び整備、 捨石 た い積場 の防護施設工事等 を 行 っ た 。 ま た 、 昭和 5 2 年度 は 、

昭和 5 1 年度 の 継続 と し て 事業費 3 9, o o o 千 円 で捨石 た い積場の整備、 坑水 処理施設改 修工事等

を か▲ っ た 。

百谷鉱 山 開坑の歴史は 古い鉱 山 で 、 昭和 4 7 4 8 年度に 、 下流 2 0 ヘ ク タ ー ル に 実施 し た 調

査 で は 、 玄米 2 6 検体の う ち 、 人為的汚染 ( カ ド ウ ム 0. 4 p E癲 以上 ) の 認め ら れ た も の が 2 検体

あ っ た 。 土 じ ょ う で は銅 1 2 5 P 1m 以上の も の が 2 3 地点 の う ち 7 地 点認め ら れた 。

鉱害対策 と し て 百谷鉱業( 株) は 、 昭和 4 8 年に銅の 高汚染地域 L 1 ヘ ク タ ー ル の客土事業 と 坑 口

の完全閉鎖、 農業用水路 の新設等 を 行 い現在 に至 っ て る 。

第 2 節 水 銀 等重金 属類 の 汚染状況

鬮水銀等 に よ る 環境汚染、 食品汚染の 実態 を 知 る た め 、 農用地 1 3 地点に つ い て の 土 じ ょ う 、 農 作

物並びに 県内魚介類 1 5 検体、 県外魚介類 3 0 検体につ い て 魚介類調査 を 行 っ た 。 そ の 結 果 は 表

6 5 ~ 6 6 の と お り で あ る 。
} ;
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土 じ よ う 、 農作物園査

水田 1 1 地点 、 畑地 2 地点 、 樹 園地 1 地 点計 1 4 地点 に つ い て土 じ ょ う 1 4 検体、 玄米 1 1 検

体、 サ ツ マ イ モ サ ト イ モ ･ 梨各 1 検体 に つ い て 、 カ ド ウ ム ･ ひ素 ･ 鉛 ･ 銅 ･ 亜鉛 の 調査 を 行

っ た 。 そ の 結果 、 ｢農用地の土壌汚染防止等 に 関す る 法律 ｣ に 定 め る 農用地 ( 田 に 限 る ) ± じ

う 汚染対策地域 の指定要件で あ る 水 田 の土 じ ょ う の ひ素 1 5 p pnな 銅 1 2 5 p pnは並 びに玄米 の カ ド

ミ ウ ム の 基準値 1 P I強 を 上回 る も の は な く ま た サ ツ マ イ モ サ ト イ モ 梨 に つ い て も 問題 と

な る 数値は 検 出 さ れ て い な し 。

別 表 6 5 土 じ ょ う 農 作物調査 ( 単位 . P pm )

調 査 地 域

土 じ ょ う 農 作 物

備 考カ ド

ウ ム
ひ 素 鉛 銅 酪

カ ド

ウ ム ひ素 鉛 銅 亜鉛

水田

岩美町 院 内

国府町 中 郷

鳥取 市 上味野

郡家町 万代寺

気高町 重 高

三朝町 本 泉

関金町 大鳥居

東伯 町 美 好

淀江町 福 岡

米 子 市 下新印

日 野町 金 持

0 7

0 4

0 . 1

0 4

0 2

0 1

0 . 4

0 . 3

0 8

0 1

L 1

L 6

L 2

L 6

L 2

L 9

L 4

2 2

L 5

L 5

L 2

2 0

5. 1

L 8

L 8

a l

& 9

2 7

2 .O

L 5

2 6

L 8

2 6

8 2 4 5

1 4 7

仏 1

L 7

5. O

2 4

0 . 2

2 .O

6 1

3 4

1 0 2

1 7, 7

1 6 6

6 6

9 8

て 8

& 0

1 0 . 2

& 2

1 0 0

3 8

4 L 1

0 2 0

0 . 2 9

0 0 4

0 0 9

0 2 3

0 0 5

0 . 0 4

0 0 7

0 . 2 8

0 0 6

0 . 2 9

0 1 6

0 0 8

0 1 8

0 0 1

0 0 6

0 . 0 5

0 . 0 2

0 0 6

0 . 0 5

0 1 8

0 2 1

0 . 0 2

0 .0 2

0 . 0 4

0 0 4

0 0 3

0 0 0

0 0 2

0 . 0 2

0 0 4

0 0 2

0 0 2

4 7 5

a 5 0

2 . 5 0

2 6 5

a 2 7

0 8 9

L 8 4

2 .7 4

2 4 7

L 5 4

2 2 3

1 5. 1

2 2 4

1 6 5

1 Z 9

1 8 0

2 2 .9

L a 6

1 5 8

2 L 6

2 0 0

1 8 6

玄 米

畑地
倉吉 市 国分寺

米子 市 大 崎 0 20 1 に)9ムL2 24LO
0 4

L 2

1 6 2

4. 8

0 0 2

0 0 O

0 0 2

0 0 0

0 . 1 7

0 1 8

L 1 2

L 5 1

L 9

a 2

サツ マ イ モ

サ ト イ モ

樹園地 赤碕町 松 谷 0 2 2 7 5. 8 8 4 4 6 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 8 5 0 5
2 0 世紀梨

( 芯 な し )

( 注 ) 昭和 5 2 年度県農業改良課調査

2 魚 介 類 掘 査

県 内 産魚介類 2 3 検体 、 県外壷魚介類 2 2 検体に つ い て総水銀の 調査 を 行 っ た が いず れ も 暫

定的規制値 ( 昭和 4 8 年 7 月 2 3 日 厚生省暫定的規制 ) 総水銀 0 4 躍如 を 下回 っ て い る 。
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表 6 6 魚 介 類 調 査

区 分
総 水 銀

備 考
検体数 適 不 適 最高値 最低値 平均値

県 内水場魚介類

県外水場魚介類

計

2 3

2 2

4 5

2 3

2 2

4 5 nUnU〔uV
P趾

0 2 6

0 2

P Pm

不検出

不検出

P Pm

0 0 4

0 0 4

暫定的規制値

総水銀 0 4 躍如

( 注 ) 昭和 5 2 年度県衛生課調査

第 3 節 P C B の 汚染状況

P C B に よ る 食品の 汚染 の 実態 を 知 る た め 暫定的規制値の 設 け ら れ て い る 食品 5 8 検体の 調査を

行 っ た が いず れ も 暫定的規制値 ( 昭和 4 7 年 8 月 2 4 日 厚生省暫定的規制 ) を 下回 っ て い た 。

表 6 7 食 品 P C B 汚染調査

種 類 別 総検体数
検 出 値 暫定的

規制値
P蹴

適 不適 備 考
最高値

P Pm

最低値
Pm

平均値
Pm

魚介類
県内水場

遠鰊幟獺 1 1 0 0 3 N D 0 0 1 0 ‘ 5 1 1 O 遠洋 : と びう お、 しいら ･
割ま いわ 広 かれ▼ 、 す
けそ う だら、 ズワイ ガー

内海 : たち う ≦は この
しろ、 いさ き、 あ 巴かわ
はぎ、 “ままち しろいか
きんふぐ、 あ力"また、 の

と ぐろ あまだし 、 へい
けだし 、 あなが しろ、

あま さ ぎ

内海内湾 " 1 2 0 0 5 N D 0 0 1 3 1 2 O

県外水場
遠蝨望粭 " 1 0 0 0 8 N D 0 0 4 0 5 1 0 O

蹄癬蛤 " 1 2 0 2 N D 0 0 3 3 1 2 O

。十 4 5//// 4 5 O

牛 乳 5 N D N D N D 0 . 1 5 O 搬給飼牛浮し

乳 製 品 2 N D N D N D 1 2 O バタ ー、脱脂粉乳

肉 類 8 N D N D N D 0 5 3 O 牛肉、 豚肉 、 鶏肉

卵 類 3 N D N D N D 0 2 3 O 鶏卵

。十 5 8//// 5 8 O

( 注 ) 昭和 5 2 年度県衛生課調査
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第 8 章 廃 棄 物

経済の 成長 、 生活水準の 向上等に伴 う 各種の廃棄物 の量的増大 と 質的変化 に は著 し い も の が あ る

が 、 こ れ ら の現状に 対処 し、 廃棄物 を 適正に 処理す る た め 、 昭和 4 5 年廃棄物の 処理及び清掃 に 関

す る 法律 ( 以下 ｢廃棄物処理法｣ と い う 。 ) が制定、 公布 さ れ 、 翌年 9 月 施行 さ れた 。

廃棄物は 、 日 常生 活の 中 か ら排出 さ れた も の を 中心 と す る 一般廃棄物 と 、 事業活動 に伴 っ て排 出

さ れ量的叉は 質的 に 問題 と な る も の と し て法令に 定め ら れた 産業廃棄物 に分類 さ れ る 。

一般廃棄物及び産業廃棄物 は 、 そ れぞ れ の 処理体系に帰属す る こ と と な る が 一般廃棄物 の 処理は 、

市町村の 固有事務 と さ れ、 他方産業廃棄物は 、 排 出事業者 の 処理責任が 明定 さ れ て い る 。

第 1 節 一般廃棄物 の 現況

一般廃棄物 は 、 し 尿 と ご みに 大別 さ れ る が 市町村は こ れ ら の 処理に つ い て 、 廃棄物処理法第 6

条 に定 め る と こ ろ に よ り 、 処理す べ き 地域 を 定め 、 当該区域 内 た お け る 一般廃棄物 の 処理に つ い て

所定 の 。十画 を 策定 し 、 こ れ に 基づ き 収集、 運搬 、 処理処分を 。十画的 に 実施す る こ と に な っ て い る 。

。十画 的 に 収集 さ れ た一般廃棄物 を 生活環境 の保全上支障 の な い よ う 適正 に 処理処分す る た め に は、

処理施 設 を 整備 し 、 こ れ ら の施 設に お い て衛生的処理す る 必要が あ る が 、 施 没 の整備に つ い て は 、

各 市町村に お い て廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づ き 、 国が定 め る 計画 に の っ と り 整備事業 の

推進が 図 ら れ て い る 。

昭和 5 2 年度末現在に お い て 、 一般廃棄物処理施設に よ る 衛生処理の体制 が整備 さ れ て い な い 市

町村は な い が 今後、 要処理量 の増大及び施設の老朽化等 に伴 な い各 市町村 に お い て施設 の新増設

及び更新等、 衛生処理率 の 向上が 図 ら れ る よ う 検討す る 必要が あ る 。

1 し 尿 処 理

し尿 の 処理に つ い て は 、 公共下水道の整備に よ り 下水道終末処理施設で処理す る こ と が望ま し

い が 下水道が普及 し て い な い地域 に お い て は 、 し尿浄化そ う が普及 しつ つ あ る 。

し か し、 大半の 家庭は、 汲取便所であ り 、 こ れ ら汲取 し尿及び浄化そ う 汚 で い等 は 、 し尿 処理施 設に

お い て 処理 さ れ て い る 。 し尿 の 処理状況に つ い て は 、 図 1 8 及 び図 1 9 に 示す と お り で あ る が

市町村の 収集 。十画 に よ り 収 集 さ れ て い る も の は 、 計画 処理区域 内排 出量の 7 8 7 % 、 し尿浄化そ

う に よ り 処理 さ れ て い る も の は 1 L 3 % で あ る が 農 山村部 を 中 心 と し た地域 に お い て は 、 1 5 0

% の も の が 自 家処理K 依存 し て い る 。

し尿 処理施設の整備状況等は表 6 8 に 示す と お り で あ る が、 衛生処理率 の 向上及び施設の老朽

化等に伴 う 新増設及び 更新 を 関係 市町村に お い て検討す る 必要が あ る 。
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図 1 8 し尿 処理の状況 ( 昭和 5 2 年度 )

処理人 口 等 ( 単位 人 ) 処理系統図 ( 単位 K ‘ /年 )

　　　
4 8,4 2 0

④
人

□
飾

⑤
非
水
洗
化
人

水 人

　
化 □

し 尿 浄化 槽 汚でい 8 2, o 7 6
8 2 , 7 0 7

計
画
処
理
区
域
内
人

口

2 3 ,0 6 7

　

非

し 言 2 9 ,0 1 9 I

1 7 3 , 8 8 4 I

道 投 入 8 , 0 5 7 I
1 7, 5 1 2

⑧
計
画
収
集
人

8 8 4 , 9 9 0

目 人
家
処
理 ロ l 自 家 処 理 l4 2 , 9 4 6

5 9 7, 8 3 1 5 8 7, 7 4 1 4 6 4 , 6 7 4
1 2 9 , 6 8 4

⑧ 。艫0処理区域外人ロ 1 0 , 0 9 0

図 1 9 。十画 処理区域 内 に お け る し尿 処理の状況

( 昭和 5 2 年度 )

家

処 汲
理 自家処理

I i i
4 2 , 9 4 6 K ′搖年

1 5 0 %

し尿処理

。傭処理 施 設 取

　 　　　　 　　　　　 　　　
洗 (2 1 , 2 o 8K“ 1 0 0 % 6 0 3 %

化 醸熱発“~““ 迄,
K‘ A は、 汲取 り し尿を下水道終末処理施

1 8 4 % 設に投入 し処理 して い る も の

B は、 公共下水道に よ り 処理さ れた も
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表 6 8 し 尿 処 理施 設 の 整 備 状 況 ( 昭和 5 2 年 8 月 末現在 )

ー
一
〇
ム
ー

設置主体名 施 設 の 名称 施 設 の 所 在 地

A

施 設 の

規 模

(Kノノ 日 )

処理方式

稼 動
開 始

年 月

B

昭和 5 2

年度中 の
間処理

実 績

( K ′/年 )

｢

亨脳.
を/年 )

備 考

鳥取県東部衛生

施 設 組 合
因 幡 浄 苑 鳥取市秋里 1 0 3 7 番地 1 7 0

一段活性

汚 で い
4 6 1 1 4 7, 4 7 3 0 7 7 8 3

中部市町村共同

施 設 管理組合
日 の宮 浄 苑 倉吉市小田字 日 の宮 3 番地 1 2 0 嫌気性消化 4 6 4 4 8 , 1 6 8 0 9 9 1 , 4 0 5

米 子 市 ほ か

9 か 町 村

衛 生施 設 組合

米子市浄化場 米子市安倍 2 1 4 番地

5 6

嫌気性消化

散 水

る床法

3 8 1 1 1 , 1 3 7 0 5 4 5 4 0

1 2 0 好気性消化 4 8 1 2 3 1 , 8 5 8 0 7 8 1 , 6 3 0

白 浜 浄 化場 西伯郡淀江町中間 8 5 6 番地 8 0 好気性消化 4 2 4 2 2 , 2 2 8 0 . 7 6 1 , 1 0 0

境 港 市 境港市浄化場 境港市小篠津町無番地 5 6 嫌気性消化 3 9 4 1 4 , 6 8 1 0 . 7 1 3 0 0

日野町 ･江府町 ･

日 南町衛生施設
組 合

唐 化 園 日野郡江府町大字佐川 2 番地 1 4
二段活性

汚 で い
4 Z 4 3 , 3 4 4 0 6 5 3 0

。十 6 1 6 / 1 7 3 ,8 8 4 0 . 7 7 5 , 0 8 8



2 ご み 処 理

地域 住 民 の 日 常生活に伴 っ て排 出 さ れ る ごみ は 、 そ の 量 . 質 と も に 増大 ･ 多様化 の一途 を た ど

っ て い る が 市町村で は こ れ ら の ごみ及 び事業活動 に伴 っ て生 じ る 廃棄物の う ち 所定 の範囲 の も

の に つ い て 収集 ･ 運搬 ･ 処理及び処分に至 る 一連 の 作業 を 処理計画 の 中 で定 め て い る 。

昭和 5 2 年度に お け る ごみ 処理の状況は 、 図 2 0 の と お り あ る が 市町村の 収集 。十画 に よ り

収集 さ れ て い る も の は 、 。十画 処理区域 内 の総排 出量の 9 3 7 % 、 そ の う ち ご み 処理施設に お い て

焼却処理 さ れ て い る も の は 6 2 9 %焼却後の残灰及び粗大 ごみ 処理施設に お い て圧縮、 破砕等

の 処理 を し た も の等 の埋立処分は 2 a 4 % で あ る が 山間部等 を 中心 と し た地域に お い て は 、

6 3 % の も の が 自 家処理に依存 し て い る 。

昭和 5 2 年度末に お け る 施 設の整備状況は表 6 9 及 び表 7 0 の と お り で あ る 。

図 2 0 計画 処理区域 内 に お け る ごみ 処理の状況

( 昭和 5 2 年度 )
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埋立処分 ごみ焼却

5 5 7 4 5 rイ年 。f画処理 処理施設区域内排出量

2 3 4 % 1 9 6 1 9 6 とイ年 1 2 3 ,3 6 2 rイ年
1 0 0 % 6 2 9 %
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( 昭和 5 3 年 3 月 末現在 )
表 6 9 ごみ 処理施設 ( 粗大 ごみ処理施 設 を 除 く ) 整備状況

設置主体 名 施 設の 名称 施 設 の 所 在 地

A

施設 の

規 模

( #/日 )

炉 型 式

稼動開始

年 月

B

潭翻ろ
脳実燃

稼動率
′ B 、

、蔗稼動日数
残渣量 備 考

鳥 取 市 神谷籍掃工場 鳥取市西今在家 2 2 7
1 8 0 澤"wぷ廃さ 4 a 1 1 3 44 8 0 0 , 6 3 3 , 8 4 7

国 府 町 こ く ふ 浄 苑 国府町岡益 5 2 4 ･ 5 2 5
6

機 械 化
バ ッ チ 式

4 6 1 2 L 3 4 2 0 9 8 7 5

岩 美 町
岩 美 町 岩美町大字浦富 8 6 5 6 固定バ 労式 4 5 4 L 1 7 8 0 7 2 1 1 7

福 部 村 福 部 浄 苑 福部村大字中 1 0 9
6 興 廃チ 箕 5 0 4 6 1 7 0 . 3 6 6 1

河 原 町
河 原 町 河原町大字郷原 4 8 4一 2 5 固定ノ"“式 4 6 4 O O O

、 ロ メ 、

ん7

ご み 処理 場

ん7

字 、

" 8 爽 燐チ 髮 5 2 . 4 L 7 6 8 0 6 9 1 9 4

若 桜 町
若 桜 町 営 若桜町大字浅井 1 0 褻 熱チ裳 5 L 5 L 2 7 4 0 4 8 6 5

智 頭 町
智 頭 町 智頭町大字市瀬 1 6 4 3 一 2 8 固定バ ･牙式 4 4. 6 L 9 8 1 0 . 8 2 1 9 6

八 頭 東 部 組 合 一 喜 船岡町大字水口 1 4 2一 2 2 0 褻 尭チ 裳 5 0 1 0 2 4 8 8 0 4 2 7 7

佐 治 …用 瀬

ご み 処理 場

" 佐治村畑蝮谷字指澄も 6
"7 4 8 7 L 3 8 8 0 7 6 1 3

気 - 高 - -郡 ん7 気高町大字八束水字カ ー カ 谷 2 0 “ 4 9 4 5.3 1 0 0 . 8 9 4 7 7

中部市町村共同

施 設 管理組合

向山宿掃工場 倉吉市和田東町 8 9 8 3 6 " 4 4 8 8 6 1 6 0 . 9 8 1 , 1 8 1

東伯清掃工場 東伯町田越 1 0 4 5 0 “ 4 9 1 2 8 6 5 5 0 6 3 7 9 7

赤 碕 分 場 赤碕町篦密 5 1 4一 2
5 ん7 4 5 . 3 6 7 8 0 4 6 6 8

米 子 市
米 子 市 営

塵 芥 焼 却場
米子市長砂町 9 4 6 一 1

6 0 馨れ嬰 鮒 o 2 4 , 7 8 8 L 5 1 2 0 2

2 0 固定 バ ッチ式 4 0 1 7, 6 5 5 L 4 1 6 2

境 港 市
境 港 市 営
塵 芥 処 理場

境港市福定町 6 7 3 5 0 興 ,械チ 箕 4 1. 4 9 0 6 6 0 6 1 2 , 2 4 9

西伯町外 2 か町
清掃施設管理組合

新宮谷焼却場
西伯町大字法勝寺

字新宮谷 2 2 - 1
7 ん7 4 字 5 1 , 2 6 4 0 6 4 2 5 3

日 吉 津 村 最 芥吉講理燠 日吉津村大字日吉津 1 8 6 6 8 固定 ノ"労式 4 4 2 8 8 8 0 4 3 6 2

淀 江 町
淀 江 町
ご み 焼 却場

淀江町大字西原 1 3 3 0 一 5 5 ん7 4 4 5 1 8 3 3 L O O 2 8 6

大 山 町
犬 山 町

塵芥 焼 却場
大山町上方 2 1 2 5 ん7 4 6 9 5 8 4 0 4 2 8 8

名 和 町
名 和 町

塵 芥 処 理場
名和町大字大塚 8 7 7一 2

5
機 械 化
バ ッ チ 式

5 L 4 1 , 2 7 2 0 8 2 6 4 0
l

3 固定 ハ ッ チ式 4 4 4 2 4 1 0 4 5 2 1 0
l

中 山 町 麗為艶揚
中山町羽田井字中山原

1 4 1 9 -‐ 2 2 6
5

機 械 化
バ ッ チ 式

4 a 7 1 , 4 8 8 0 . 9 6 9 4

日 野 町 最 芥鸚 理舅 日野町黒坂 1 8 7 3 固定 バ ッ チ式 4 5. 7 1 , 2 2 6 0 7 4 1 2
I

日 南 町
日 南 町
ご み 焼 却 場

日 南町生山 4 5 0 7
機 械 化
バ ッ チ 式

4 8 5 7 0 0 0 4 7 3 5

江 府 町 鍾 芥府処理 舅 江府町江尾 4 7 5 2 固定 バ ッチ式 4 5. 2 9 5 2 L 5 4 3 8 0

溝 口 町
溝 口 町
ご み 処 理 場 溝口 町日野カ マ谷 1 1 0 一 1 7 "ツ 5 0 . 4 1 , 2 9 5 0 6 4 1 3

。十 5 4 8 / 1 2 3 , 3 6 2

平 均

0 8 2 1 1 , 7 0 4



表 7 0 粗 大 ご み 処 理 施 設

( 昭和 5 8 年 8 月 末現在 )

設置主体名 処理場名 型 式

A

公称能力

を/日 )

稼動開始

年 月

B

年間処理実績

“メ年 )

。十量

C

稼動 日 数
C

8 6 5

B

A X C
備 考

東 部 広 域 行政

管 理 組 合
高草清掃工場 破 砕 1 5 0 4 7 8 1 8 , 5 8 0 無 2 9 1 0 8 0 0 . 4 3

中部 市町村共同

施 設 管 理 組 合
向 山 清掃工場

圧縮 ･ 破砕

併 用
5 0 4 8 4 3 , 9 7 4 有 2 7 8 0 7 5 0 . 2 9

西 部 広 域 行 政

管 理 組 合
中 海 処 理場

圧縮 破砕

併 用
6 0 4 8 8 8 ,6 2 5 有 2 7 7 0 7 6 0 5 2

。十 2 6 0 8 1 , 1 7 9 / 霊4 1
2 8 0

平均

0 . 7 7

平均

0 .4 3



る 最 終 処 分 場

収集 さ れ た廃棄物は 、 焼却、 破砕等、 物理的化学的叉は生物学的な 方法に よ り 減量、 安定化 さ l 、

れ生活環境 の保全上支障 の 少 な い も の と し て 自 然 の 受容能力 の 中に 包含 さ れ な れ纖 ら な 、 。 、 、
現在 ? 空室暴発琴睾炎薄暮皺ま淫想望鬘醜套諺三叉海 釜怨 も ,
" 蕩田部鰄残久双鰍釆 ご れに小総凋み淑終処方笏れ 熟 も L型撚れ 、 、 ミ ー
‐ 妻顎猿茎滲まれ癩髯霧鬘辯護遊離釜繊食欲鱗蒸発獲鑿鋳 =
係 市町村に お い て謝 し て ゆ く 必要が あ る o i l ミ
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表 7 1 ご み 埋 立 処 分 地 整 備 状 況 ( 昭和 5 3 年 3 月 末現在 )

市町村 名 埋 立 地 名 所 在 地

埋立開始

年 月

埋立終了

予定年月

面 積

( ば )

全体容量

く ず )

残余容量

( ぜ )

5 2 年度

埋立実績

( t/年)

備 考

鳥 取 市
晩 稲

不燃物処理場
鳥取市晩稲 5 3 5 L 7 6 0 7 9 0 0 0 9 6 , 2 5 0 7 3 , 7 5 0 2 0 , 4 5 2

東部広域行

政管理組合

岩 美 町

高草清掃 工場 鳥取市里仁 6 3 7一 1 8 4 7 8 5 4. 7 1 0 , 0 0 0 1 0 5 ,0 0 O 3 3 9 0 0 1 8 , 5 8 0

岩 美 町

不 燃 物 捨 場
岩美町大字浦富字城ノ 谷 4 5. 5 5 4, 3 8 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 3 8 6 2 , 6 1 4

国 府 町 こ く ふ 浄 苑 国府町大字岡益 4 6 1 2 6 0 , 3 2 , 0 0 0 6 , 0 0 0 5 , 5 9 2 4 0 8

河 原 町
河 原 町

ご み 埋 立地
河原町大字中井 4 Z 4 5 て 3 5 ,7 0 0 9 6 0 0 5 ,0 7 5 7 6 0

若 桜 町
若 桜 町 営

不燃物処理場
若桜町大字浅井 4 6 , 4 5 5. 8 4P O O 2 0 , 0 0 0 1 2 , 0 9 も 1 8 3 8

佐 治 ･ 用瀬
ご み 処 理

施 設 組 合

八頭 西部暫定

ご み 処理施 設
用瀬町鷹狩 4 8 7 5 4 8 2 , 1 0 0 4 , 2 0 0 3 0 0 3 0 0

気 高 郡
衛 生 施 設
組 合

組 合 灰 捨 場 青谷町大字青谷 4 a 4 5 a 8 8 0 0 2 4 0 0 1 8 0 1 , 6 0 0

中 部 市町村

共 同 施 設

管 理 組 合

米 子 市

向 山 埋 立地 倉吉市和田東町 4 4. 8 5 2 3 6 0 0 0 1 7, 0 0 0 O 3 ,3 0 8

東 伯 埋 立 地 東伯町大字田越 4 9 1 2 6 0 3 l o ,0 0 0 1 0 0 , 0 0 O 9 0 . 0 0 0 8 6 5

大篠津埋立場 米子市大篠津 5 L 1 5 5 1 2 1 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 4 , 5 0 0 1 , 6 6 4

日 吉 津 村
日 吉 津 村

灘 浜 埋 立 地
日吉津村 日吉津 4 6 4 5 4 3 3 0 0 9 6 0 7 1 6 2

境 港 市 不燃物埋立地 境港市波町 1 1 9 4 6 5 5 5 3 1 1 8 2 7 3 5 ,4 8 1 2 6 0 0 4 0 0

淀 江 町
佐 陀

不燃物処理場
淀江町大字佐陀字灘浜 5 L 4 6 0 3 8 9 2 3 , 5 7 0 3 ,2 0 5 2 8 6

西 部

広 域 行 政

管 理 組 合

米子市祇園町冲 米子市祇園町 2 丁 目 4 7 1 1 6 2 3 2 3 5 ,7 0 0 9 4 1 6 0 0 6 0 0 , 0 0 0 2 8 ,8 0 0

合 。十 8 1 6 , 8 1 9 1 , 3 9 0 , 0 6 1 8 8 1 , 6 5 0 8 0 9 3 2

t ---~-≠- -- -冷垂三一- - -̂--雲彗ニニ--- - -~ ｢- -- - ~ ~… - - - =-具



4 し 尿 浄 化 そ う

近年、 生活水準 の 向上 . 生活様式 の 変化等 に伴 な い 便所 の 水洗化へ の動 き は 、 と み に 高 ま り

し尿浄化そ う の 設置基数 は急激に増加 し て お り 、 昭和 5 2 年度末に は 、 1 1 , 5 3 4 基 を 教 え て い る 。

し か し、 こ れ ら の し尿浄化そ う は 、 必ず し も 適切に維持管理等が な さ れ て い る も の ば か り と は

言 えず 、 そ の放流水に よ る 公共の 水域 の 水質 の 汚濁 悪臭 の 発生等が 問題 と な っ て お り こ れ ら

維持管理に つ い て 十分指導監督 を 強化 し て ゆ く 必要が あ る 。

し尿浄化そ う の 設置基数 の 推移及び保健所別設置基数 はそ れ ぞ れ図 2 1 及 び表 7 2 に 示す と お

り で あ る が激増す る 浄化そ う の 没 。十施工及び維持管理等 を適正 に さ せ生活環境の保全上の 支障 と

な ら な い よ う 指導す る た め 、 昭和 5 2 年 1 1 月 鳥取県浄化そ う 指導要綱 を 策定施行 し、 市町村及

び関係業界 と 相協力 し て こ れ に 当 た っ て る と こ ろ で あ る 。

図 2 1 浄化槽設置基数 の推移

1 2P O O

1 1 ,0 0 O

l o ,0 0 0

9 0 0 0

8P O O

7,0 0 0

6 ,0 0 O

5 P O O

4 ,0 0 0
323 6

2 ,9 96

2 ,54 7

2 ,0 5 6

3 P O O

2 ,0 0 0

1 , 02 9 1 3 6 8 1 ぶ73
1 P O 0 6 6 1 823

3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 8 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2

隻 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
末

一 1 1 2 一



表 7 2 保健所別 し尿浄化そ う 設置基数

( 昭和 5 3 年 3 月 末現在 ) !

人ぞ汚~、、保健所 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 合 。十

~ 2 0 2 , 2 7 7 4 6 9 1 8 2 1 , 6 9 6 8 , 5 2 5 1 2 7 8 , 2 7 6

2 1 ~ 1 0 0 5 7 0 9 1 6 2 6 7 4 1 , 1 2 0 7 0 2 , 5 8 7

1 0 1 ~ 3 0 0 1 3 4 2 7 2 0 L 4 0 2 1 6 2 8 5 6 0

3 0 1 ~ 5 0 0 2 0 5 O 2 4 3 3 4 8 6

小 。十 30 0 1 5 9 2 2 6 4 2 , 5 3 4 4 , 8 9 4 2 2 4 1 1 , 5 0 9

5 0 1 【) 1 , 0 0 0 8 O 1 1 1 0 1 2 1

1 , o o l ^) 2 0 0 0 1 O O O 3 O 4

2 , 0 0 1 ~ 3 , 0 0 0 O O O 1 1 O 2

小 。十 9 O 1 2 1 4 1 2 7

合 計 3 , 0 1 0 5 9 2 2 6 5 2 , 5 3 6 4 , 9 0 8 - 2 2 5

L

1 1 , 5 3 6

第 2 節 産業廃棄物 の 現況

近年生産活動 の拡大 と 消費生活の 向上に よ り 各種産業か ら 発生す る 産業廃棄物の量 は著 し く 増加

し 、 ま た質的に も 大 き く 変化 し て る 。

特に 不燃性、 難燃性等処理困難 な 廃棄物 が毎年増加す る 傾向 に あ る 。

こ れ ら の 産業廃棄物 の 処理に つ い て 、 廃棄物処理法は 第一義的に排 出事業者 の 処理責任 を 明定 し、

事業者 にそ の 産業廃棄物 を 自 ら 処理す る 義務 を 課 し て い る 。

叉 、 排 出 事業者 は 、 当該業務に つ い て 都道府県知事の許 可等 を 得た業者 に一定 の 条件の も と で委

託す る こ と が で き る こ と と さ れ て い る が 、 本県に お け る 許可 の 現状は 、 図 2 2 及 び図 2 3 の と お り

で あ り 、 事業者 自 ら が行 う 自 家処理叉は 、 こ れ ら 産業廃棄物処理業者に よ り 相 当量の も の が 処理処

分 で き る も の と 考 え ら れ る 。

本県 に お い て は 、 早急 に 処理対策 を講 じ さ せ る 必要の あ る 産業廃棄物 6 品 目 を 取 り 上 げ こ れ ら の

処理処分等 の方策 に つ い て 、 昭和 5 0 年 9 月 産業廃棄物処理 。十面 実施 指導方針 を 策定 し、 こ れ 匠 基

づ き 関係業界 を 指導す る た め 、 各廃棄物毎 に 次の構成に よ る 専門部 会 を 設置 し 、 関係業界 ･ 排 出者

等 に廃棄物 の排 出 状况等 の 覊査及 び処理体制 の整備等 に つ い て 検討 さ せ て い る と こ ろ で あ る 。

専門部 会の構成

廃油 古 タ イ ヤ 関係
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鳥取県経済連 自 動車燃料課、 鳥取県 自 動 車整備振興会、 鳥取県石油 商業組合

鳥取県 自 動 車 タ イ ヤ 商業組合、 鳥取県バ ス 協 会、 鳥取県 ト フ ッ ク 協 会

鳥取県乗用 自 動車協 会 、 鳥取県 自 動車販売店協 会、 環境保全課

メ ッ キ ス フ ッ ジ ･ 表面処理 ス フ ッ ジ 関係

鳥取三洋電機 ( 株 ) 本社、 旭鍍金 (株 ) 、 鳥取旭工業 (株 ) 、 堀鍍金工業所

環境保全課 ( 鳥取保健所、 米子保健所 )

廃 プ フ ス チ ッ ク ･ 家畜ふん尿関係

鳥取県経済連畜 産課、 同資材課、 鳥取県農協中央 会団地推進室、 東伯町、 大栄町

赤碕町、 農政課、 農業改 良課、 農蚕 園芸課、 畜産課、 環境保全裸 ( 倉吉保健所 )

建設廃材関係

( 社) 鳥取県建築士 会 、 ( 社)鳥取県建設業協 会、 鳥取県建築連合 会

鳥取県設。十 監理協 会 、 鳥取県 イ ン プ リ ア 事業協同組合 、 鳥取県左官組合連合 会

建設省鳥取工事事務所、 管理課、 建築課、 営繕課、 環境保全課

な お 、 各専門部 会 に お い て 処理を 検討 し て い る 産業廃棄物 の 処理状況は、 表 7 8 の と お り で あ る 。

図 2 2 産業廃棄物処理業の許可 の現況

( 昭和 5 2 年度末現在 )

県 県

外 収集運搬 内

中間処理
収集運搬 3

処分 者

( 注 )数字は業者数を示す。

- 1 1 4 一
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図 2 3 産業廃棄物処理業者 の推移

中間処理 最終処分

昭和 4 9 :年度末現在 収集運搬 1 6 2 8

昭和 5 2 :年度末現在 収 集 運 搬 4 9 ･ 域 8

中間処理

(注 ) 数字は業者数

表 7 3 産業廃棄物処理専門部 会で処理 を 検討 し て い る

産業廃棄物の 処理の現況

単位 ト ソレノ年

排 出量

左 の 処 理 内 訳

備 考

自己雌 業者委託 羞ニ滕
市町村

処 理

売 却

譲 渡
保管等

メ ッキス フ ッヂ"

表面処理 スフ ッヂ
1 9 7 2 2 1 6 7 一 ｢ 4 4

廃 油 2 9 9 7 1 4 5 7 8 2 9 8 5

古 タ イ ヤ 3 7 0 1 7 0 2 0 1 2 0 2 0 8 0 1 0

建 設 廃 材 8 5 , 5 8 6 8 5 ,5 1 4 6 1 1 0 1

廃 ブ フ ス チ ッ ク 類

( 農業用 )
1 7 8 1 4 8 3 5

家 畜 ふ ん 尿 6 3 ,9 0 0 1 2 , 5 2 4 9 , 1 3 8 2 9 , 0 1 1 1 8 , 2 2 7

。十 1 0 0 , 5 3 0

I %

4 8 ,4 4 4 9 , 4 3 1 1 9 8 2 2 2 9 , 1 5 8 1 3 ,2 8 2

4 8 2 9 4 0 2 0 0 2 9 0 1 3 2
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第 9 章 中小企業者に対す る 貸付

(1 ) 県 で は 、 企業が 公害防止施 設を 設置す る 場合 に 、 企業 の 公害防止 を 側面 か ら 援助す る た め 、 昭

和 4 6 年度か ら 、 告書防止施設整備 に対す る 貸付を 行 っ て い る 。

表 7 4 鳥取県 の 公害防止資金貸付制度 ( 昭和 5 3 年度 )

貸 付 対 象 中 小企業者 ま た は 、 事業協 同組合等

対 象 施 設 土地、 建物、 構築物、 機械設備

貸 付 限 度 額 2,0 0 0 万 円 以 内 、 事業協 同組合 に つ い て は 3 , 0 0 0 万 円 以 内

貸 付 利 率 年 5 7 % 以 内 ( 保証付の場合年 5. 5 % 以 内 )

返 済 方 法 7 年以内 ( 1 年以 内 の据置 を 含 む )

取 扱 金 融 機 関 商工組合 中央金庫鳥取支店

昭和 4 6 年度以降の貸付実績 は 、 表 7 5 表 7 6 の と お り で あ るか

表 7 5 公 害 防 止 資 金 貸 付 実 績

年 度 貸 付 件 数 貸 付 額

4 6 9 件 5 , 0 0 5 万円

4 7 1 0 8 , 9 8 5

4 8 1 0 6 7 9 8

4 9 4 6 , 4 5 0

5 0 8 5 , 6 5 5

5 1 7 7, 9 0 0

5 2 7 1 0 , 0 0 O

表 7 6 施 設 別 貸 付 実 績

＼管r許、翼匙翅鼬
仲, 、鼈く、＼付 、年 度 、 実 績

汚 水 処 理 施 設 ば い じん防除施設 そ の 他

件 数 貸付金額 件 数 貸付金額 件 数 貸付金額

4 6 2 件 2 , o o o万円 2 件 1 2 5 0 万円 5 件 1 , 7 5 5 万円

4 7 8 2 4 8 5 2 1 , 5 5 0

4 8 7 5 , 4 5 8 3 1 , 3 4 0

4 9 2 3 , 0 0 0 2 3 , 4 5 0

5 0 6 4 5 0 5 2 1 , 1 5 0

5 1 6 5 , 9 0 0 1 2 , 0 0 0

5 2 7 1 0 , 0 0 0

- 1 1 6 一



(2 ) 中 小･企業近代化資金助成法に よ る 設備近代化資金 ( 無利 子 ) に よ る 貸付

表 7 7 中 小企業設備近代化資金貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 設

4 6 1 8 5 0 万円 汚水 処理施設

4 7 9 2 0 2 3
汚水 処理施 設 8
騒音防 伜 施 證 1

4 8 1 2 2 2 汚水処理施設

4 9

5 0 1 8 2 0 汚 水処理施没

5 1 2 1 , 4 8 6 汚水 処理施設

5 2 1具 2 2 3 汚水 処理施設

(3 ) 中 小企業金融公庫、 国 民金融公庫に よ る 貸付
云 、 、 “ (表 7 8 中 小企業金融公庫 ( 産業公害防止貸付 ) 及 び国民金融公庫 ( 公害貸付 ) に

　
よ る 貸付実績

“ 深町＼ぶ然‐
中 小 企 業 金 融 公 庫 国 民 金 融 公 庫

件 数 金 額 件 数 金 額

4 6 2 件 5 , 0 0 0 万円 8 件 6 o o 万円

4 7 8 1 1 2 5 0 8 2 , 1 2 0

4 8 4 1 , 8 0 0 5 1 , 8 8 0

4 9 8 1 4 , 4 8 0 1 3 0 0

5 0 4 1 4 , 3 0 0 2 3 6 0

5 1 9 1 5 , 3 5 0 1 9 0

5 2 4 8 4 0 0 1 6 0 05 2 4 8 4 0 0 1 6 0 0

(4 ) 公害防 止事業団 に よ る 貸付

表 7 9 公 害 防 止 事業 団 貸 付 実 績 ( 昭和 5 2 年度 ) l
施 設 の 種 類 件 数 金 額

汚 水 処 理 施 設 1 7, 0 0 0 力 門

粉 じ ん 防 止 施 設 1 2 6 0 0

。十 2 9 6 0 0

- 1 1 7 -



第 1 0 章 公害紛争処理 公害苦情等

第 1 節 公害紛争処理制度 の現況

公害 を め ぐ る 紛争 は 、 因果関係の解明 が困難な と こ ろ か ら 、 公害紛争の裁判に よ る 解決に膨大な

時間 と 費用 を 要す る の が実情で あ り 、 し か も 公害 の 被害 は 単に 財産上の被害に と ど ま ら ず、 人 の健

康、 生 命 に 及 ぶ場合 も 少 な く な く 、 ま た被害者 は 比較的弱 い立場に あ る 一般 住 民 で あ る の が通例 で あ る 。

こ の た め 、 訴訟 と は別 に紛争 を 早期に解決す る こ と を 目 的 に 昭和 4 5 年に 公害紛争処理法 ( 昭和

4 5 年法律第 1 0 8号 ) が制定 さ れた 。

こ の 法律 に規定す る 紛争処理の方法は 、 あ っ せん 、 調停、 仲裁並びに裁定 と な っ て お り 、 紛争処

理機関は 、 中央機関 と 都道府県機関 と が あ り 、 都道府県 の機関 に つ い て は 、 常 設 の審査会方式 の機

関 と 紛争処理に あ た る べ き 候補者 を あ ら か じ め 委嘱 し て お く 名 簿方式 と が あ る 。

本県 の場合 は 、 名 簿方式 を 採用 し 、 公害審査委員候補者 1 3 名 を お き 公害紛争事件が 申請 さ れた

場合 は 、 知事が候補者 の 中 か ら 3 人 の 委員 を 選出 し、 公害紛争 の 処理に あ た る 体制 を と っ て い る 。

第 2 節 公 害苦情処理状況

公害苦情受理状況 ( 県、 市町村受理分 )

(1 ) 昭和 5 2 年度 に お け る 本県 の 公害苦情受理状況 は 、 1 7 0 件 で あ り 昭和 5 1 年度 1 8 0件 に 比

べ て 1 0 件減少 し て い る 。

(2) 公害苦情種類別受理件数 は 、 次 の と お り で あ る 。

公害の、種、類鞘＼＼年 度 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2

大 気 汚 染

水 質 汚 濁

3 7 件 3 2 件 2 2 件 3 3 件 4 1 件 2 6 件 1 6 件

9 6 9 2 1 0 7 6 1 5 4 3 8 3 7

騒 音 4 9 4 0 4 8 5 6 3 9 4 2 3 6

振 動 3 4 8 6 6 1

悪 臭 8 8 8 2 1 0 9 8 1 3 7 8 3 3 5

土 壌 汚 染 11 -1l- 3 8 1 8

そ の 他 1 9 4 0 3 7 3 6 2 9 3 2 4 5

。十 2 8 8 2 8 7 3 3 0 2 7 3 2 0 7 1 8 0 1 7 0

- 1 1 8 一
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公害 の種類別苦情は 、 昭和 5 2 年度受理件数中 では 、 水質汚濁 8 7 件( 2 2 % ) 、 騒音

8 6 件 ( 2 1 % ) 、 悪臭 8 5 件 ( 2 1 % ) 大気汚染 1 6 件 ( 9 % ) 振動 1 件、 そ

の 他 4 5 件 ( 2 7 % ) と な っ て い る 。

(8 ) 受理件数の 多 い 市町村は 、 鳥取 市 8 1 件 ( 前年度 5 0 件 ) を 最高 に 倉吉 市 2 7 件 ( 前年度

1 5 件 ) 境港 市 2 2 件 ( 前年度 1 8 件 )

名和町 1 1 件 ( 前年度 6 件 ) 、 智頭町 9 件 ( 前年度 5 件 ) の 順 と な っ て い る 。

2 公害苦情の処理状況

昭和 5 2 年度 に お け る 公害苦情件数 1 7 0 件中解決 した も の 1 5 0 件 で解決率 は 8 8 % と な っ

て い る o

昭和 5 2 年度 の 公害苦情種類別処理状況は 、 次 の と お り で あ る 。

公害 の、種、類.･＼、区 分 受 理 件 数 A 解 決 し た 件数 B 解決率 ( 晏 x 脚 )

大 気 汚 染 1 6 1 2 7 5 %

水 質 汚 濁 3 7 3 3 8 9

騒 音 3 6 2 9 8 1

振 動 1 1 1 0 0

悪 臭 3 5 3 1 8 9

そ の 他 4 5 4 4 9 8

。十 1 7 0 1 5 0 8 8

公害 の種類別発生源内訳

大気汚染 工場 か ら の ば い じん 、 の こ く ず に よ る 苦情が王 で あ る 。

水質汚濁 砕石業、 畜 産業 か ら の 汚水苦情が王で あ る 。

騒 音 飲食店営業に伴 う 騒音 、 工場の 作業騒音が王 で あ る 。

振 動 冷凍機の 作動 に伴 う 振動苦情で あ る 。

亜 臭 苦情件数 3 5 件中畜 産業に伴 う 苦情が 1 9 件 ( 5 4 % ) を 占 め て い る 。

そ の 他 廃棄物の不法投棄及 び し尿浄化槽 の管理不 良に よ る 苦情が王 で あ る 。

一 1 1 9 一



昭和 5 2 年度公害苦情受理処理件数 ( 県、 市町村別 )

県 市 町村＼＼ 区 分
受 理 件 数 処 理 件 数

。十 新規受理 繰越分 。十 解 決 繰越分

県 ( 保健所 ) 2 6 2 4 2 2 6 2 5 1

鳥 取 市 8 1 3 1 O 3 1 2 9 2

米 子 市 1 8 8 1 0 1 8 8 1 0

倉 吉 市 3 5 2 7 8 3 5 3 0 5

境 港 市 2 2 2 2 O 2 2 2 0 2

国 府 町 8 8 O 8 2 '▲

岩 美 町 5 4 1 5 4 1

船 岡 町 1 1 O 1 O 1

河 原 町 1 1▲ O 1 1具 O

用 瀬 町 1 1上 O 1 O 1

智 頭 町 9 9 O 9 7 2

気 高 町 '1 -11- O 1且 1r▲ O

青 谷 町 7 2 5 7 5 2

羽 合 町 3 3 O 3 3 O

三 朝 町 1 O 1 1 O 1

関 金 町 1 1 O 1 1 O

北 条 町 7 3 4 7 4 3

大 栄 町 1L 1 O 1 1 O

赤 碕 町 7 5 2 7 4 3

西 伯 町 3 2 1 3 3 O

日 吉 津 村 1 1 4 7 1 1 6 5

淀 江 町 14 1 O 1 1 O

大 山 町 f且 O 1 1 1 O

名 和 町 1 1 1 1 O 1 1 1 1 O

日 野 町 4 4 O 4 4 O

江 府 町 轤上 1 O 1 1 O

市 町 村 。十 1 8 6 1 4 6 4 0 1 8 6 1 4 7 3 9

合 。十 2 1 2 1 7 0 4 2 2 1 2 1 7 2 4 0

- 1 2 0 一



昭和 5 2 年度公害苦情種類別件数 ( 新規受理分 )

＼ 区
＼で 八
＼…ト ガ
]一＼＼県 市町 ･

合 。十 。十

大 気

汚 染

水 質

汚 濁
騒音 振動 悪臭 。十

産 業

廃棄物

一 般

廃棄物
その他

県 ( 保健所 ) 2 4 1 0 1 6 3 1 4 1 1 3

鳥 取 市 8 1 2 8 8 3 1 2 1 0 8 2 1 O

米 子 市 8 8 3 5 O

倉 吉 市 2 7 1 8 4 7 1 6 9 9

境 港 市 2 2 1 7 8 7 8 4 5 5

国 府 町 3 2 1 1 1 1

岩 美 町 4 8 1 1 11▲ T具 1

船 岡 町 11 1上 1具 O

河 原 町 1I- O 14 1

用 瀬 町 11 1具 1 O

智 頭 町 9 6 2 2 2 3 2 TL

気 高 町 T具 1 1 O

青 谷 町 2 2 1驫 1 O

羽 合 町 3 3 2 1 O

関 金 町 11一 11- 1

II
O

北 条 町 3 3 1･l- 11 1 l O

大 栄 町 1 一1上一 11 L O

赤 碕 町 5 5 1●具 1 L 3 O

西 伯 町 2 2 2 ll O

日 吉 津 村 4 4 -11- 1

t
2 O

淀 江 町 1･▲ 1具 1 O

名 和 町 1 1 7 7 l 4 4

日 野 町 4 1具 1 3 1 2

江 府 町 1 O 1 1

市 町 村 。十 1 4 6 1 1 5 1 5 3 1 8 6 1 3 2 3 1 6 7 1 8

合 。ナ L 7 0 1 2 5 1 6 3 7 3 6 1 3 5 4 5 6 1 8 2 1
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第 5 節 企業 の 公 害 防止管理者 等 の 設置

公害防止管理者等 の 設置

昭和 4 6 年 6 月 制定 さ れ た ｢特定 工場に お け る 公害防止組織 の整備に 関す る 法律 ｣ に よ り 、 一

定 の 要件 を 備 え た 特定施 設 を 有す る 工場 は 、 そ の 特定施設の 区分 ( 大気 、 水質 、 騒音 、 粉 じ ん )

ご と に 公害防止管理者 を 選任す る こ と を 義務づ け ら れ、 こ の ほ か公害防止統括者 、 公害防 止主任

管理者 も 選任 し な け れ ば な ら な い こ と K な っ て い る 。

本 県 に お い て 、 公害防止管理者等 を 選任 し な け れば な ら な い 工場数は 3 2 工場 で あ る 。

表 8 0 公害防止管理者等設置状況

業 種 名 工場数 公害防止統括者
大気関係公害防止管理者 水質関係公害防止管理者

防止管理者騒音関係公害 防止管理者粉じん関係公害 主任管理者公害防止第一種 第二種 第三種 第四種 第一種 第二種 第三種 第四種
⑱ 食料品製造業 2

2

(2 ) る
⑩ た ば こ 製造業 2

2

(2 }

2

(2 )

⑫ # 造木製梁 1
1

( 1 )

1

( 1 )

⑭ 鐘謠鰐紙業 3
8

(1 ) ヤ (b 1
(1 )

1 2 1

(り

⑰ 褒熱 製 涎緊 3

1

(1 )
2

(2 )

⑱ 嚢穐 製 操 9
5

(5 ) ( 1 )

2

(1 )

7

(7 )

⑪ 鉄 鋼 業 2
2

(1 )
2 ○

⑱ 金属製品製造業 7
3

(3 )

1

(2 ) 写も (1 )
1

( 1 )

⑭ 製般機鑿橇 1且 11-

1

( 1 )

⑮ 巍気機鑿器桑 2
2

(2 )
1

( 1 )
2

(2 )

。十 3 2
2 2

( 1 8 )
2

(3 )
3 1 1

( 1 0 )

1

(3 )

7

(5 )
1 2

( 1 )
1

(り
7

(7 )
1

( 1 )

J
‘
｢
箪

動

( 注 ) 1 業種番号 、 業種 名 は 日 本 産業分類に よ る 。

2 ( ) は 代 理者 の 数 で あ る 。

- 1 2 2 -



第 4 部 鳥取 県 を 美 し く す る 運動

1 鳥取県を美 し く す る運動

県 民 の す べ てが健康で文化的な 生活 を 営 む た め に は 、 生活環境 を 清潔 で快適 な も の に す る 必要

があ る 。

幸 い に し て 、 本県 は 比較的公害及 び 自 然環境 の 破壊が 少 な い県 と い わ れ て い る が 、 最近 で は経

済活動 の 活発化及び生活様式の 多様化 に 伴 っ て 、 廃棄 さ れ る こ み の 質並 び に 量が共に 変化 し 、 特

に 海岸 . 公園 ･ 観光地等公共の場所で は投棄 さ れた ご み が 問題 と な っ て お り 、 こ の ま ま 放置 で き

な い 現状で あ る o

投棄 の 実態 は主 と し て 一般家庭 か ら 排 出 さ れ る 一般廃棄物の ほ か 、 事業活動 に伴 っ て 発生す る

産業廃棄物 の投棄 も 遂年増加 の 一途 を た ど っ て い る 。

ご み の な い 清潔 な 生活環境 づ く り は 、 我 々 県 民 に 課せ ら れ た義務で あ り 、 県 ･ 市町村 の 積極的

な 施策 と と も に 、 県 民一人一人 の 正 し い理解 と 協 力 を 得 て 強力 に 推進 し て ゆ く 必要が あ る 。

こ の た め 、 昭和 4 6 年か ら 市町村及び各種関係団体 の 協力 の も と に 、 ｢鳥 取県 を 美 し く す る 運

動 ｣ を 実施 し 、 県 民 の 環境保全意識 を 高揚 し、 河 川 湖沼 侮岸等公共場所 か ら ご み を 一掃す る

運動 を 展開 し て き た o

昭和 5 2 年度 の 事業 実施結果 は 次 の と お り で あ る 。

( 1 ) 運動期間 昭和 5 2 年 9 月 2 0 日 ~ 1 0 月 1 9 日

(2 ) 運動 内 容

① 広報活動

ポス ター 5 0 0 枚 作成 し保健所 、 土 木出張所、 市町村及び参加団体 に 配布 し 、併 せ て 市町村広

報紙に 運動 の 主 旨 を 掲載す る と と も に 、 有線放送等 を 通 じ て 運動 へ の 参加 と 意識 の高揚を 図
nた。

② 美化運動推進関係者等 に よ る ご み 一掃総点検 パ ト ロ ー ル を 実施 し て 啓 も う に つ と め た。

⑧ 市町村 と 保健所環境衛生指導員 に よ る 不法投棄 ご み の 実態 調査 を 実施 し た 。 更 に 警察

の 協力 を 得 て 不法投棄者 の 監視取締指導 パ ト ロ ー ル を 実施 し た 。

2 環 境 週 間

昭和 4 7 年国連総会 に お い て 毎年 6 月 5 日 を ｢世界環境 テ ー ｣ と す る こ と が 決議 さ れ 、 こ れ を

受 け て 我が 国 に お い て も 、 こ の 日 を 初 日 と す る ｢環境週間 ｣ が 設定 さ れ た 。

こ の 週 間 は 、 環境 問題 に 対す る 認識 を 深 め 、 公害防 止や 自 然環境保全 を 強力 に推進す る た め の

全国 運動 を 展開す る も の て 、 本県 に お い て も 、 こ の 趣 旨 に沿 っ て 市町村 及 ひ 各種団体 の協 力 の も

と に 多彩 な 行事 を 実施 し 、 環境保全に つ い て の 意義 を 広 く 県 民 K 普及 し 、 啓 も う に 努 め る た め 、

各種 の 行事を 行 っ た が 、 そ の 実施 状況に つ い て は 、 表 8 1 に 示す と お り で あ る 。
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表 8 1 昭和 5 2 年度環境週 間行事実施状況一覧表

行 事 名 難路 協 力 行 事 内 容 行 事 成 果 備 考

環境週間ポ

ス タ ー の掲

不

市町村広報

懸唾幕、 横

断幕の掲示

研修会

記念集合

環境点検整

備

立入検査指

導

公害発生源

覊査

県

市町村

市町村

県

市町村

県

市町村

県

県

市町村

観光協会

市町村

窯所

環境庁ポ ス タ ー 7 0 0 枚を 市

町村、 保健所、 土木出張所、

衛生研究所、 警察署等に配布

有線放送 1 7 市町村で延 5 0

回放送

広報車 8 市町村で廷 1 8 回巡回

広報紙 1 8 市町村で廷 1 蛔l配布

期間中 6 市町村で掲示

6 月 1 5 ( 水 ) 倉吉保健所で

県、 市町村の公害担当職員を

対象 と した公害防止 ( 水質保

全関係 ) に関する研修を実施

したo

環境保全関係団体に よ る環境

問題に対す る意見交換を実施

した。

県下の主要事業所に対 仏 公

害防止施設測定器機等の点検

･ 整備、 ば い煙、 排水等の 自

主検査及び環境整備について

呼びかけた。

水質関係 1 9 9 事業月

大気関係 8 0 〃 かけた

県下の 3 9 主要事業所に対 し

立入検査指導を行っ た。

公害が発生 してい る現状のは

握 と ごみの不法投棄場所の点

＼

成果に つ い て は 、 不詳

/

4 5 名参加

1 市で実施 し 8 0 名参加

した。

成果につ いては、 不詳

採水検査の結果“主 3 9事

業所全て排水基準に適合

して いた。

o 事業所の点検

1 1 市町村で延 6 5 事業所

- 1 2 4 -



行 事 名 期主体 協 力 行 事 内 容 行 事 成 果 備 考

交通公害環

境調査

不法投棄の

監視取 り 締

り

整備不良車

の監視取締

り

侮水浴場詞

査

ごみ持ち帰

り

運動

県

市

県警本部

県警察本

部

陸運事務

所

県

県

県 自動車

整備

振興会

検及びごみの除去

交通びん繁地区におけ る 大気

騒音の調査を行っ た。

不堪投棄の集中取 り 締 り を行

っ た。

整備不良車の い っ せい取 り 締

り をテ･ っ た。

県下 2 0 侮水浴場の水質検査

を行っ た。

観光地に おい て、 商店、 民間

団体等で観光客に当運動を呼

びかけた。

o 不法投棄場の点検

1 7 市町村で廷 6 4 か所

を点検 し、 2 7 3 ト ンの ご

みを 除去 したo

3 市 1 引地点で延 4 日 間

6 5 回測定、 他に一酸化炭

素 2 4 時間連続自動測定

3 地点

'

件 数 人 員

検 挙 3 l 件 4 4 人

警 告 1 9 2 0

。十 5 0 6 4

出動廷人員 8 名

検査車両数 8 3 台

不良車両数 1 2台

処

分

状

況

整備命令 3 台

整備通告

警 告

2 台

7 台

。十 1 2台

検査項目 透視度、 P H、

油分、 C O D 、 大腸菌群数

5 項 目 につ い て検査 した。

結果に つ い ては、 全海水

浴場と も 適で あっ たo

成果につ い ては、 不詳
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行 事 名 難王体 協 力 行 事 内 容 行 事 成 果 備 考

海浜、 河川、

湖沼等公共

場所の清掃

むだな包装

を やめ る運

動

纖磐ヒ運

動

廃品の再生

利用を進め

る勘

建設省

県

市町村

県

市町村

県教育委

員会

市町村教

育委員会

商工会関

係団体

海浜、 河川、 湖沼等公共場

所の い っ せい清掃を行っ た。

百貨店、 商店街に当運動の展

開を呼びかけた 。

ボ フ ソプ ィ ア活動を 中心と し

た地域の清掃及び美化運動等

を行こっ た。

事業者、 学校等に資源の有効

利用 を図 る よ う 当運動を呼び

かける o

2 0 市町村で 4 8 1 団体他

4 , 0 0 5 名参加 して清掃 した

成果につい ては、 不詳

1 3 市町村で植樹運動等を

行々っ た。

9 市町村の小学校 8 8 校で

難

4 市町村の中学校 5 校で実

施

4 市町村の関係団体 1 4 団

体で実施

)
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